
令和5年3月31日現在

契約事務の
適正化要綱
第２の１の

（２）

1
（一社）高知医療
再生機構

令和4年度高知県地域
医療再生事業

57,385,667 57,385,667 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　当事業は、医師の地域偏在の解消等を目的に、医師のキャリア形成支援や、県
外からの医師の招聘等を高知大学をはじめとした県内医療関係機関と連携して行う
ものであるため、県、高知大学及び県内医療機関等で構成する当該団体以外に適
当な委託先はない。

医療政策課

2
（一社）高知医療
再生機構

令和4年度高知県勤務
環境整備事業

4,551,839 4,551,839 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　当事業は、女性医師が県内医療機関に復職する場合の相談対応や復職に係る
研修を受け入れる病院との調整を行うとともに、医療従事者の勤務環境改善を進め
る医療機関を支援するものであるため、県、高知大学及び県内医療機関等で構成
する当該団体以外に適当な委託先はない。

医療政策課

3
（一社）高知医療
再生機構

令和4年度脳卒中患者
実態調査業務

780,026 780,026 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ
　この委託業務には、医療に関する専門的な知識及びデータ入力・クロス集計等に
係るシステムが必要である。同法人は、必要なシステム及びノウハウを有しており、
この業務を遂行できる団体は同法人以外にない。

保健政策課

4
（公財）高知県人
権啓発センター

高知県立人権啓発セン
ター管理運営委託（指
定管理者制度）

52,144,000 10,328,518 H30.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ テ 　外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。
人権・男女共

同参画課

令和４年度 公社等外郭団体との随意契約　一覧

随意契約の方法 随意契約の理由

地方自治法施行令第167条の2第1項

No. 団体名 業　　務　　名 契約金額（円） 契約期間 県の担当課
うちR４年度

単独
随契

競争
見積

公募
プロポ

具体的な理由
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
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5
（公財）高知県人
権啓発センター

高知県人権啓発研修
事業委託（国費）

5,157,000 5,157,000 R4.6.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　人権啓発研修事業は、啓発活動を通じて人権問題の解決を図ることを目的とした
国の委託事業であり、その性格上、地方公共団体がこれにあたることとなっている。
再委託先の(公財）高知県人権啓発センターはあらゆる人権問題の解決を図るた
め、人権に関する啓発研修等の事業を行うことを目的とし、県等の出捐により設立・
運営されている法人であり、県としても同法人を人権啓発を推進する拠点施設と位
置づけており、他に当該委託業務を再委託できるものがないため。

人権・男女共
同参画課

6
（公財）高知県人
権啓発センター

高知県人権啓発研修
事業委託（県費）

62,281,533 62,281,533 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　(公財）高知県人権啓発センターは、あらゆる人権問題について、県民の理解と認
識を深め、その解決を図るため、人権に関する啓発・研修等の事業を行い、人権尊
重の社会づくりに貢献することを目的として、県等の出捐により設立、運営されてい
る。「高知県人権尊重の社会づくり条例」第２条第１項において県の責務として定め
る人権意識の高揚を目的として実施する当該業務の委託にあたり、公平かつ中立
に人権問題全般に取り組む団体は他にないため。

人権・男女共
同参画課

7
（公財）こうち男女
共同参画社会づく
り財団

こうち男女共同参画セ
ンター管理運営委託
（指定管理者制度）

380,979,000 75,335,159 R4.4.1 ～ R9.3.31 ○ ○ テ 　外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。
人権・男女共

同参画課

8
（公財）こうち男女
共同参画社会づく
り財団

こうち男女共同参画セ
ンター県有施設管理委
託

2,366,477 2,366,477 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ ス
　こうち男女共同参画センター内の県有施設部分の管理については、同施設の指
定管理者が一体的に行う必要があるため。

人権・男女共
同参画課
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9
（公財）高知県文
化財団

文化芸術振興ビジョン
推進事業等委託業務

25,881,887 25,881,887 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

 　（公財）高知県文化財団は本県の文化芸術活動の推進母体としての役割を担う
団体であり、文化芸術に関する高い専門性を持って県立文化施設の運営に携わる
とともに、市町村や文化芸術団体等とも連携して事業を企画・実施している。
　高知県文化芸術振興ビジョンの推進及び高知県芸術祭の充実を図り、高知県の
文化芸術の振興を進めるためには、文化芸術に関する専門的知識はもとより、市町
村、芸術文化団体、文化施設等とも連携した事業推進が必要不可欠であり、高知
県内には同様の専門性、実績を有している事業者が他にいないため。

文化国際課

10
（公財）高知県文
化財団

高知県立美術館の管
理運営代行業務（指定
管理者制度）

1,621,293,000 344,745,343 H31.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　地域に根ざした公共性の高い役割を担っており、本県における中核的な文化施設
として、県内の文化施設と連携するとともに、地域や学校等と継続的な信頼関係を
保ち、業務を実施していく必要があること。
　地域の歴史や文化に関する高度な専門的知識を有する学芸員を要し、企画展や
講座を実施するとともに、資料の収集保存、調査研究、教育普及といった効率性だ
けでは捉えられない業務等に総合的に取り組む必要があること。

文化国際課

11
（公財）高知県文
化財団

石元泰博写真作品等
著作権管理業務委託
料

3,200,819 3,200,819 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ
　（公財）高知県文化財団は、高知県立美術館の指定管理者として、石元泰博氏の
写真作品等を管理しており、著作権の管理を総合的に実施できるノウハウを有する
県内唯一の団体であるため。

文化国際課

12
（公財）高知県文
化財団

高知県立文学館の管
理運営代行業務（指定
管理者制度）

664,167,000 127,633,765 H31.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　地域に根ざした公共性の高い役割を担っており、本県における中核的な文化施設
として、県内の文化施設と連携するとともに、地域や学校等と継続的な信頼関係を
保ち、業務を実施していく必要があること。
　地域の歴史や文化に関する高度な専門的知識を有する学芸員を要し、企画展や
講座を実施するとともに、資料の収集保存、調査研究、教育普及といった効率性だ
けでは捉えられない業務等に総合的に取り組む必要があること。

文化国際課
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13
（公財）高知県文
化財団

令和４年度高知城石垣
カルテ作成委託業務

8,580,000 8,580,000 R4.7.8 ～ R5.3.25 ○ ○ セ

　史跡高知城跡整備計画推進委員会石垣部会において、高知城の石垣調査の実
績があり専門性のある公益財団法人高知県文化財団が石垣カルテ作成の調査に
あたるべきとの指摘があり、平成31年度から石垣カルテ作成委託業務を随契で委
託している。
　公益財団法人高知県文化財団は、これまで高知城において本丸石垣や三ノ丸石
垣、梅ノ段北側石垣等の整備に伴う発掘・解体調査を受託実施しており、委託業務
の遂行に必要なスタッフを擁し、かつ基本財産の一部を県が出捐して設立した公益
法人であり、同財団の外に業務の目的を達成できる委託先はない。
　公益財団法人高知県文化財団が業務を実施することにより、史跡高知城跡の石
垣の情報知識が同財団に集積され、今後の調査や修理の水準を高めることにつな
がるため。

歴史文化財課

14
（公財）高知県文
化財団

令和４年度高知公園西
ノ丸西側石垣改修発掘
調査整理委託業務

7,612,000 7,612,000 R4.6.1 ～ R5.3.24 ○ ○ セ

　委託業務の内容が、高度な専門知識、技術を有するスタッフにより一体的に施工
されるべきものであり、競争入札には適さないため。
　公益財団法人高知県文化財団は委託業務の遂行に必要なスタッフを擁しており、
かつ基本財産の一部を県が出捐して設立した公益法人であり、外に業務の目的を
達成できる委託先はないため。

歴史文化財課

15
（公財）高知県文
化財団

高知県立歴史民俗資
料館の管理運営代行
業務（指定管理者制
度）

816,866,000 176,059,942 H31.4.1 ～ R6.3.31 〇 ○ セ

　地域に根ざした公共性の高い役割を担っており、本県における中核的な文化施設
として、県内の文化施設と連携するとともに、地域や学校等と継続的な信頼関係を
保ち、業務を実施していく必要があるため。
　地域の歴史や文化に関する高度な専門的知識を有する学芸員を要し、企画展や
講座を実施するとともに、資料の収集保存、調査研究、教育普及といった効率性だ
けでは捉えられない業務等に総合的に取り組む必要があるため。

歴史文化財課

16
（公財）高知県文
化財団

高知県立坂本龍馬記
念館の管理運営代行
業務（指定管理者制
度）

863,964,000 175,690,498 H31.4.1 ～ R6.3.31 〇 ○ セ

　地域に根ざした公共性の高い役割を担っており、本県における中核的な文化施設
として、県内の文化施設と連携するとともに、地域や学校等と継続的な信頼関係を
保ち、業務を実施していく必要があるため。
　地域の歴史や文化に関する高度な専門的知識を有する学芸員を要し、企画展や
講座を実施するとともに、資料の収集保存、調査研究、教育普及といった効率性だ
けでは捉えられない業務等に総合的に取り組む必要があるため。

歴史文化財課
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17
（公財）高知県文
化財団

高知県立埋蔵文化財
センターの管理運営代
行業務（指定管理者制
度）

230,836,000 35,314,311 H30.4.1 ～ R5.3.31 〇 ○ セ
　学術的専門性と文化財保護という公益性が求められ他に業務の目的を達成でき
る団体がないため。

歴史文化財課

18
（公財）高知県文
化財団

令和4年度安芸道路埋
蔵文化財発掘調査整
理業務委託

63,151,000 63,151,000 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ ケ

　委託業務の内容が高度な専門知識、技術を有するスタッフにより一体的に施行さ
れるべきものであること。・業務の遂行に必要なスタッフを擁しており、かつ基本財産
の一部を県が出捐して設立した公益法人であり、他に業務の目的を達成できる委
託先がないため。

歴史文化財課

19
（公財）土佐山内
記念財団

高知県立高知城歴史
博物館の管理運営代
行業務（指定管理者制
度）

1,394,272,000 290,505,790 R3.4.1 ～ R8.3.31 ○ ○ セ

　資料の保存継承、調査研究、展示公開、教育普及といった効率性だけでは捉えら
れない業務への取り組みが必要であること。
　高い専門性を持って長期的な視点で運営を行うには、歴史や美術工芸、保存など
の各分野に精通した同財団の学芸員の専門的知識や技術、蓄積してきたノウハウ
や実績、各研究機関等との信頼関係が不可欠であるため。
　文化施設の管理運営は、単なる施設の管理にとどまらず、専門的な知識を有する
人材を配置した上で、数年間にわたる調査研究や展覧会の企画立案等により業務
が行われるべきものであるため。

歴史文化財課

20
（公財）高知県国
際交流協会

令和４年度高知県研修
員受入業務

8,335,745 8,335,745 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　(公財）高知県国際交流協会は、国際交流や国際協力に関して、国、県及び関係
団体と連携し、事業を行うことを目的とする県内唯一の公益法人である。
　また、中南米の県人会や友好交流先との交流を行っていることから、単なる研修
員受入業務だけでなく、県人会等との交流がより深まるなど事業の波及効果が得ら
れる。
　さらに、海外技術研修員及び協力交流研修員の受入事業についても受託の実績
がありノウハウを有することから、より迅速かつ効率的に事務を行うことができる。

文化国際課
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21
（公財）高知県国
際交流協会

令和４年度地域日本語
教育推進委託業務

1,009,081 1,009,081 R4.4.18 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　（公財）高知県国際交流協会は、国際高級や国際協力に関して、国、県及び関係
団体と連携し、事業を行うことを目的とする県内唯一の公益法人である。
　また、令和３年度まで、地域日本語教室の開設・運営に係る支援及び日本語ボラ
ンティア養成に係る事業を補助事業として実施した実績がありノウハウを有すること
から、より迅速かつ効率的に事務を行うことができる。

文化国際課

22
（公財）高知県ス
ポーツ振興財団

県立県民体育館・県立
武道館・県立弓道場の
管理運営代行業務（指
定管理者制度）

588,368,000 124,347,674 R2.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ テ 　外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。 スポーツ課

23
（公財）高知県ス
ポーツ振興財団

高知県スポーツ科学セ
ンターの管理運営代行
業務（指定管理者制
度）

120,197,000 35,634,000 H31.4.1 ～ R6.3.31 ○ ○ セ
　隣接する春野総合運動公園の指定管理者である公益財団法人高知県スポーツ
振興財団を指定することが、施設の効果的な運営につながると認められるため。
　外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。

スポーツ課

24
（公財）高知県ス
ポーツ振興財団

県立春野総合運動公
園の管理運営業務（指
定管理者制度）

1,253,787,000 265,286,000 H31.4.1 ～ R6.3.31 ○ ○ テ 　外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。 公園下水道課
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25
（一財）高知県地
産外商公社

アンテナショップ「まる
ごと高知」賃貸借契約

2,859,000
（111,099,492円
と公社の令和４
年度の収益事
業における収
入から費用を
控除した金額
の２分の１のい
ずれか低い方）

2,859,000
（111,099,492
円と公社の令
和４年度の収
益事業におけ
る収入から費
用を控除した
金額の２分の
１のいずれか
低い方）

R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ コ
　本契約は、アンテナショップ「まるごと高知」の運営に必要となる店舗および執務室
の物件を貸し付けるものであり、「まるごと高知」の運営と地産外商戦略の推進のた
めに設立した一般財団法人高知県地産外商公社以外に貸付先はないため。

地産地消・外
商課

26
（公財）高知県産
業振興センター

中小企業団地内公園
管理委託業務

1,004,104 1,004,104 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　中小企業団地内公園は、（公財）高知県産業振興センターが管理運営している「ぢ
ばさんセンター」に隣接しているため、ぢばさんセンターの管理に付随して日々の公
園管理が可能であり、県が単独で公園の維持管理を行うよりも経済的である。
　また、県が出えんする公益財団法人である高知県産業振興センターは、公益財産
の管理運営に習熟しており、管理者として最も適しているため、同法人に随意契約
により委託するものとした。

商工政策課

27
（一社）高知県肉
用子牛価格安定
基金協会

検体採取補助業務 1,669,800 1,669,800 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　死亡牛のBSE検査を行う場合、検査結果が判明するまで、採材後の死体を一時保
管することが必要である（検査結果が陽性ならば家畜保健衛生所で焼却、陰性なら
ばレンダリング等通常の処理を行うため）が、本県では、農場からの死体回収と一
体的に行うことができる冷凍輸送車を使用している。
  また、検体の採取に当たっては、農場の汚染を防ぐため、原則として冷凍輸送車
の保管庫内で行っている。
　冷凍輸送車の所有と管理・運営を行っている事業者は県内では当協会以外には
ないため。

畜産振興課

28
（一社）高知県肉
用子牛価格安定
基金協会

土佐和牛繁殖経営安
定緊急対策事業委託
業務

30,999,820 30,999,820 R4.10.19 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　本事業は肉用子牛生産の安定を図るために国が実施している肉用子牛生産者補
給金制度に加入している県内肉用牛繁殖農家において、飼料価格高騰等の影響を
受けて経営が悪化していることから、経営改善に取り組む場合に緊急的に支援する
ことで、肉用牛生産基盤の弱体化を防ぐ事を目的としている。一般社団法人高知県
肉用子牛価格安定基金協会は、県内で唯一の肉用子牛生産者補給金制度の実施
主体であり、制度加入農家の情報を把握しているとともに、国や県の他事業につい
ての事務作業の経験も豊富である。以上のことから、当該業務を効率的かつ正確
に遂行できる業者は同法人以外にないため。

畜産振興課
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29
(一社）高知県森林
整備公社

令和４年度高知県県営
林造林事業

18,405,200 18,405,200 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ ス
  県営林事業については、昭和46年度以降造林事業を委託して実施し、全県下に
展開する県営林の実情について仔細に把握していることから、本業務の委託先は
森林整備公社以外にない。

森づくり推進
課

30
（公財）高知県山
村林業振興基金

高知県立林業大学校
研修業務等委託業務

56,560,934 56,560,934 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

  本業務は、「①基礎課程及び専攻課程の技能講習･安全教育に関すること」、「②
基礎課程及び専攻課程のインターンシップに関すること」、「③基礎課程及び専攻課
程の就業ガイダンスに関すること」、「④短期課程の運営等に関すること」を行うもの
である。
  同団体は、林業事業体の経営基盤の強化を図るためのコンサルタント事業、林業
に従事する方の育成や確保をするための研修事業や雇用条件の改善を図るため
の事業を行っている。
  委託する業務のうち、①及び④の業務にあたっては、労働安全衛生法14条及び61
条により、都道府県労働局長の登録を受けた者である必要があり、全ての技能講
習等の登録を受けている県内団体は、同団体のみである。
　また、③では、林業事業体等と研修生のコーディネイトや助言、④では、就業相談
会等の実施を求めており、対応するためには職業安定法第33条第1項の規定によ
る許可が必要であることと併せて、専門的な知識や技術、蓄積されたノウハウや実
績、各事業体等との信頼関係が不可欠であり、実施できる業者は同団体以外にな
い。

森づくり推進
課

31
（公財）高知県山
村林業振興基金

高知県立森林研修セン
ター研修館管理代行業
務（指定管理者制度）

46,724,000 8,368,000 H30.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ テ 　外部有識者等による審査委員会の審査を経て決定したもの。
森づくり推進

課

32
（公財）高知県山
村林業振興基金

令和４年度相談窓口事
業等委託業務

7,988,002 7,988,002 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

  当団体は、①厚生労働大臣から「無料職業紹介事業」の許可を受けている②事業
実施に必要な指導者がいる③労確法第11条により林業労働力確保支援センターと
して県から指定されている④林業に関する専門的知識を有し、林業事業体の現状を
把握している、ことから効果的に就業促進に結びつく活動を実施できる者は当団体
以外にない。

森づくり推進
課
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33
（公財）高知県山
村林業振興基金

雇用管理改善推進アド
バイザー委託業務

9,116,955 9,116,955 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

  当団体は、①労働環境改善計画の内容や関連する法令等を理解している②林業
に関する専門的知識を持ち、林業事業体の現状を把握している③林業労働力確保
支援センターの指定を受けているのは当団体のみ、であることから雇用管理改善を
推進する効果的かつ精度の高い活動を実施できる者は当団体以外にない。

森づくり推進
課

34
（公財）高知県牧
野記念財団

高知県立牧野植物園
管理運営代行業務
（指定管理者制度）

1,466,270,803 534,116,807 R3.4.1 ～ R6.3.31 ○ ○ セ
　指定管理者の選定にあたり、植物に関する専門知識、栽培管理能力等が求めら
れ、条件を満たす者が当団体以外にないため。

自然共生課

35
（公財）高知県牧
野記念財団

希少野生植物食害防
止対策(調査)委託業務

2,599,300 2,599,300 R4.4.27 ～ R5.3.30 ○ ○ セ

　本業務では希少野生植物の生育場所等の分布状況を熟知し、専門的知識をもっ
て精度の高い分析・評価・整理のできる体制が必要となる。（公財）高知県牧野記念
財団は、高知県を中心とする野生植物の調査・研究と保全、環境保全の普及啓発
活動の拠点として設立された法人であり、県内の希少植物の詳細かつ豊富なデー
タを有している同財団以外に本業務を遂行できる団体が存在しないため。

自然共生課

36
（公財）高知県牧
野記念財団

野生植物分布調査業
務

8,869,300 8,869,300 R4.4.20 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　本業務では、県民参加型の植物調査により、直接的体験を通じて県民の自然へ
の理解を深め、環境保全に関する意識の高い人材を育成するとともに、地域の自然
の基礎資料を収集することを目的としており、委託業者は高知県内の植物に関して
高度で専門的な知識及び絶滅のおそれのある植物種の生育状況等の最新データ
を有していることが不可欠であり、県内の希少植物の詳細かつ豊富なデータを有し
ている同財団以外に本業務を遂行できる団体が存在しないため。

自然共生課
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37
(公財）高知県のい
ち動物公園協会

高知県立のいち動物
公園管理運営業務（指
定管理者制度）

2,054,419,000 411,468,000 H31.4.1 ～ R6.3.31 ○ ○ セ 　専門性を有する業務特性により、他に運営できる団体がいない。 公園下水道課

38
高知県住宅供給
公社

県営住宅管理代行等
業務委託

468,155,000 468,155,000 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　公営住宅法第47条の規定により、管理代行は地方住宅供給公社又は地方公共
団体のみ行うことができるものと定められている。また、付随する事実行為の委託に
ついては、管理の一元性を確保するため管理代行先に委託する必要がある。管理
代行業務及び委託業務について高知県に点在する対象の住宅を一括して管理でき
る団体は高知県住宅供給公社以外に存在しないことから地方自治法施行令第167
条の２第１項第２号に該当する。

住宅課

39
高知県住宅供給
公社

県職員住宅管理委託
業務

36,589,000 36,589,000 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　高知県住宅供給公社は、自前で建築士を複数名抱えており、専門的な知識に基
づいた修繕等の対応が可能である。また、県営住宅の管理代行機関として修繕工
事等の施工管理を行っているが、工事の監督及び検査を行うに当たっては、県の工
事検査要領・規定の例によることとしており、県と同様のチェック機能がが担保され
ている。
　職員住宅の他に、県営住宅と教職員住宅の維持管理業務も併せて行っており、そ
のことでスケールメリットによって効率的に業務を行うことができるとともに、これらの
住宅の維持管理業務を行うことで得られたノウハウを活用して委託業務を行うこと
が可能であるため。

職員厚生課

40
高知県住宅供給
公社

教職員宿舎管理委託
業務

26,294,996 26,294,996 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　県下全域に点在する教職員住宅の一括管理には、県営住宅及び県職員住宅の
管理業務も受託している公社の住宅管理に関する蓄積されたノウハウが必要であ
り、また、老朽化が進んでいる教職員住宅の適切な維持管理には公社の持つ技術
力等が有効に活用されることが見込まれるとともに、過去の教職員住宅管理委託業
務も誠実かつ確実に実行されている。
　また、県内に同公社と同様のノウハウを有する法人が存在しないため。

教育委員会事
務局教職員・

福利課
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41
（公財）暴力追放
高知県民センター

暴力団不当要求防止
責任者講習委託事業

1,333,000 1,333,000 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ
　(公財)暴力追放高知県民センターは、暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律第32条の３第２項第７号により、公安委員会からの委託を受けて同法第14
条第２項の講習業務を行える県内唯一の法人であるため。

警察本部組織
犯罪対策課

42
（公財）暴力追放
高知県民センター

暴力団排除運動支援
事業業務委託事業

2,795,000 2,795,000 R4.4.1 ～ R5.3.31 ○ ○ セ

　（公財）暴力追放高知県民センターは、民間の暴力追放組織に対する援助等の事
業を展開し、更に、同センターが中核となって、平成19年に宿毛地区みかじめ料等
縁切り同盟を結成し、以降中村地区・高知地区・建設業・遊技業・不動産業における
「縁切り同盟」立ち上げの支援活動を行っており、本事業のノウハウやデータを蓄積
している唯一の団体であるため。

警察本部組織
犯罪対策課
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